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【令和５年３月２４日 総務生活委員会説明資料】 

 

［議案第３４号］ 

   ひたちなか市部設置条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

１ 改正理由 

令和 5 年 4 月のこども家庭庁設置に合わせ，子どもや子育てに関する支援体制を強化す

るため，福祉部を分割し「子ども部」を設置します。このことに伴い，子ども部の分掌事

務を規定するとともに，分割した福祉部の名称を「保健福祉部」と改め，所管事務の明確

化を図ろうとするものです。 

 

 

２ 改正の概要 

（１）子ども部の設置，福祉部を保健福祉部に名称変更 

・「子ども部」を新設し，福祉部の名称を「保健福祉部」に変更するものです。 

・子ども部の分掌事務を「子育て支援に関すること，母子保健に関すること，児童福 

祉に関すること」とするものです。 

 

 

３ 施行日 

令和 5 年 4月 1 日 

 

 

【参考】子ども部設置に関連する事項 

（１）子ども未来課の設置 

・子どもや家庭の抱える複合的な課題を包括的に支援していくため，子ども部に「子ども

未来課」を設置します。また，家庭児童相談室を子ども未来課に置きます。 

 

（２）保育所・幼稚園事務の一元化 

・子ども部設置にあわせて，教育委員会で所管していた公立幼稚園に関する事務を子ども

部幼児保育課に移管します。保育所・幼稚園に関する窓口の一元化を図り，保育所・幼稚

園どちらの利用者も，幼児保育課において各種手続きや相談ができるようになります。 
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［議案第３６号］ 

勤務時間の変更に伴う関係条例の整備等に関する条例制定について 

 

 

１ 改正理由 

平成 20年の人事院勧告に基づき，全国の自治体が職員の勤務時間を 1 日 7 時間 45分（週

38 時間 45 分）としている中，現在，1 日 8時間（週 40 時間）勤務である自治体は，本市を

含めた 2 自治体のみとなっています。このようなことから，勤務時間を全国標準の 1日 7 時

間 45 分とするため，所要の改正を行うものです。 

 

 

２ 改正の概要 

（１）変更内容 

ひたちなか市職員の勤務時間を 15分間短縮します。これに伴い市庁舎の開庁時間を 15

分間短縮します。 

項目 変更前 変更後 

職員の 1 日の勤務時間 8 時間 7 時間 45分 

市庁舎開庁時間 
午前 8 時 30 分から 

午後 5 時 30 分まで 

午前 8 時 30 分から 

午後 5時 15 分まで 

 

開庁時間が短くなる施設及び窓口 

市役所本庁舎（市民課窓口はじめ各課サービス窓口），那珂湊支所，市民課出先

窓口（市毛，前渡，佐野），生活文化スポーツ公社上下水道窓口，水道事業所，

ヘルスケアセンター，那珂湊保健相談センター，みんなのみらい支援室 

   

開庁時間に変更がない施設及び窓口 

各図書館，各保育所，各学童クラブ，多世代交流施設ふぁみりこらぼ，文化会館，

各スポーツ施設，資源リサイクルセンター，総合福祉センター，漁村センター，

各コミュニティセンター等 

 

 

（２）市民への周知及び実施時期について 

転入転出繁忙期の混乱を避けるため 3か月間（4月，5月，6 月）の周知期間を設け，令

和 5 年 7 月 1日から実施します。 

周知方法については，市ホームページ，LINE，市報，窓口での掲示などでの周知の他，

自治会連合会総会など各種会合で周知を図ります。 
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（３）市民サービスへの影響について 

① 日曜開庁の継続と窓口サービス時間の確保 

本市では，平成 18 年 6月４日から本庁舎１階で「日曜開庁」を実施しています。これを

継続することにより，開庁時間を１日 15分短縮してもなお，年間の窓口サービス提供時間

では他市を上回ります。 

■参考 窓口延長によるサービス提供状況 

自治体名 窓口延長 年間サービス提供時間 

（窓口延長含む） 

ひたちなか市 変更前 毎週日曜日午前 8:30～午後 5:30 2,376時間 

変更後 毎週日曜日午前 8:30～午後 5:15 2,298 時間 

水戸市 毎週水曜日午後 5:15～午後 7:00 1,989時間 

神栖市 隔週日曜日午前 8:30～午後 5:15 2,099時間 

笠間市 毎週日曜日午前 8:30～午前 12:00 2,099時間 

（窓口延長なしの場合 1,899時間） 

 

② 午後 5時 15分以降の窓口利用者について 

令和 4 年 10 月から 12 月の 3 か月間，午後 5時 15分以降の窓口利用者を調査しました。 

午前 8時 30分から午後 5時 30分の間の市民課，国保年金課，収税課の窓口利用は延べ 55,232

人であり、このうち午後 5 時 15 分から 30 分までの利用は 207 人でした。午後 5 時 15 分以

降の利用率は 0.37％でした。 

■参考 令和 4年 10月から 12月の窓口利用者数 

10～12月 
総利用者数 

午後 5:15以降

利用者数 

午後 5:15以降

利用率 

日曜日 

利用者 

日曜日 

利用率 

国保年金課 8,535 62 0.73% 827 9.69% 

市民課 43,379 120 0.28% 6,384 14.72% 

収税課 3,318 25 0.75% 467 14.07% 

合計 55,232 207 0.37% 7,678 13.90% 

 

 

３ 改正となる条例及び改正内容 

（１）ひたちなか市職員の勤務時間，休暇等に関する条例（改正条例第１条） 

・１週間の勤務時間を「40 時間」から「38時間 45分」に改正するものです。 

・勤務時間の割振りを１日につき「8 時間」から「7 時間 45分」に改正するものです。 

 

（２）ひたちなか市職員の育児休業等に関する条例（改正条例第２条） 

・育児短時間勤務の形態として 1 週間当たりの勤務時間を「20 時間，24 時間又は 25時間」

から「19 時間 25分，19時間 35分，23時間 15分又は 24時間 35分」に改正するものです。 

（例）週 3日勤務の場合 

1 日 8 時間×3日＝週 24時間 ⇒ 1 日 7時間 45分×3日＝週 23 時間 15 分 
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（３）ひたちなか市職員の給与に関する条例（改正条例第３条） 

・時間外勤務手当の条項中，「8時間」を「7時間 45 分」に改正するものです。 

※育児短時間勤務職員，定年前再任用短時間勤務職員等について，１日の勤務時間が 7

時間 45分を超えると通常勤務の職員と同じ単価で時間外勤務手当が支給されます。 

 

（４）ひたちなか市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（改正条例第４条） 

 ・年度途中の改正のため，令和 5 年度中は月額報酬が変わらないよう対応するものです。 

 

 

４ 施行日 

 令和 5 年 7 月 1日 
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［議案第３７号］ 

ひたちなか市職員の給与に関する条例及びひたちなか市水道企業職員の 

給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

１ 改正理由 

今般の組織改編により「子ども部」が新設され，保育所及び幼稚園に係る事務が同一部

署で行われることを契機として，保育所及び幼稚園間のスムーズな人事交流等を考慮し，

幼稚園に勤務する園長・教諭に対して行政職給料表を適用するとともに，これまで同職員

に適用してきた教育職給料表を廃止する改正を行おうとするものです。 

また，職員手当につきまして，現在，通勤手当や持家住居手当は県や他市よりも多く支

給している状況にあります。このため，周囲の自治体に合わせ標準的な支給となるよう，

所要の改正を行おうとするものです。 

 

 

２ 改正の概要 

（１）教育職給料表の廃止 

これまで教育職給料表を適用していた幼稚園に勤務する園長・教諭について，令和 5 年

度以降は行政職給料表を適用することとし，適用する職員がいなくなる教育職給料表を廃

止するものです。（当該給料表の適用を受けている職員の給料月額等に不利益が生じないよ

う，経過措置を設けます。） 

 

（２）持家住居手当の廃止 

現在，持家住居手当（月額 3,500 円）を支給している市は県内で本市のみであるため，

持家住居手当の支給を廃止するものです。 

 

（３）通勤手当に係る規則加算上限額の変更 

   通勤手当については，国や県，県内他市と比べて高くなっていますので，隣接自治体（水

戸市）と同水準に変更するため，条例で規定する規則加算の上限額を 14,000 円から 3,000

円に減額するものです。 

 

３ 改正となる条例及び改正内容 

（１）ひたちなか市職員の給与に関する条例【改正条例第１条】 

・教育職給料表の廃止，持家住居手当の廃止，通勤手当に係る規則加算上限額の変更（水

戸市と同水準）等をするものです。 
 
（２）ひたちなか市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例【改正条例第２条】 

・持家住居手当を廃止するものです。 

※通勤手当に係る事項は，「ひたちなか市水道企業職員の給与に関する規程」において改正

します。 

 

（３）ひたちなか市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例【改正条例付則第７項】 

・特別職の期末手当において準用している「ひたちなか市職員の給与に関する条例」の上

記（１）改正の教育職給料表の廃止に伴い，引用箇所を削除するものです。 
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４ 施行日 

 令和 5 年 4 月 1日 

 

 

【参考】職員諸手当の見直しに関連する事項 

・職員手当のうち地域手当につきましては，人事院勧告により 6％の支給が標準とされ  

ていますが，現在 4％の支給となっているため，人事院勧告に従い 6％の支給に改めます。 

※「ひたちなか市職員の給与に関する規則」において改正します。 
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［議案第３８号］ 

ひたちなか市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例制定について 

 

 

１ 改正理由 

人事院による令和 4 年 8 月 8 日付けの給与改定に関する勧告及び同勧告に伴う国家公務

員の給与に関する法律の改正の内容を踏まえ，昨年 12 月定例会において，市の一般職に係

る給料表の月額を平均 0.3 パーセント引き上げる条例改正が行われたことに伴い，市の一

般職に係る給料表を基礎とする会計年度任用職員の給料表の月額についても同様に引き上

げる改正を行うものです。 

 

 

２ 改正条例 

（１）ひたちなか市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

・給料表の別表第１を行政職給料表（1級及び 2級）と同額に改正するものです。 

 

 

３ 施行日 

令和 5 年 4月 1 日 

 

















令和５年３月２８日 

 

ひたちなか市議会 

議長 大 谷   隆 殿 

 

総務生活委員会 

委員長 鈴 木 道 生 

 

 

閉会中の継続調査申出書（案）  

 

 

 本委員会は，所管事務のうち次の事件について，閉会中の継続調査を要するものと決定したの

で，会議規則第１１１条の規定により申し出ます。 

 

記 

 

１ 件 名 

（１）企画行政について 

（２）行財政改革について 

（３）税務行政について 

（４）市民生活行政について 

 

 


